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平成３１年度琴浦町農業集落排水事業特別会計予算 

 

平成３１年度琴浦町農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２７７，６８４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 （地 方 債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

平成３１年 ３ 月 ５ 日  提 出 

 

                    琴 浦 町 長    小 松 弘 明 

 

 

平成３１年  月  日 

 

                    琴浦町議会議長    小 椋 正 和 



第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算

歳　入 農　　　集　（単位：千円）

款 項 金                   額

１． 分担金及び負担金 143

１． 分担金 143

２． 使用料及び手数料 44,646

１． 使用料 44,646

３． 繰入金 209,776

１． 一般会計繰入金 209,776

４． 繰越金 1

１． 繰越金 1

５． 諸収入 2,318

１． 雑入 2,318

６． 町債 20,800

１． 町債 20,800

歳               入               合               計 277,684

－　１　－



歳　出 農　　　集　（単位：千円）

款 項 金                   額

１． 事業費 68,214

１． 処理施設費 68,214

２． 公債費 209,470

１． 公債費 209,470

歳               出               合               計 277,684

－　２　－



                                                                           

                                                               

  

第  ２  表    地     方    債 

 

 

 農   集 （単位：千円）  

 

 

 

 

 

－ ３ － 

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利   率 償 還 の 方 法 

 

・公営企業会計適用債 

 

20,800 

 

証書借入又は証券発行 

 

年 3.5％以内（但し、利率見直し方式

で借り入れる資金について利率の見直

しを行なった後においては、当該見直し

後の利率） 

 

 

 

 

 

 

 

政府資金については、その融資条件により、銀

行その他の場合にはその債権者と協定するもの

による。ただし、財政の都合により据置期間及び

償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に

借換えすることができる。 

計 20,800    



歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

１．総　括
（歳　入） 農　　　集　（単位：千円）

款 本　年　度　予　算　額 前　年　度　予　算　額 比　　　　　　較

１． 分担金及び負担金 143 3,168 △3,025

２． 使用料及び手数料 44,646 45,088 △442

３． 繰入金 209,776 209,019 757

４． 繰越金 1 1 0

５． 諸収入 2,318 1 2,317

６． 町債 20,800 0 20,800

　　　　 歳          入          合          計 277,684 257,277 20,407

－　４　－



（歳　出） 農　　　集　（単位：千円）

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

1. 事業費 68,214 45,050 23,164 20,800 44,523 2,891

2. 公債費 209,470 212,227 △2,757 2,583 206,887

 歳     出     合     計 277,684 257,277 20,407 20,800 47,106 209,778

－　５　－

一 般 財 源



２．歳　入

（款） 1. 分担金及び負担金    （項） 1. 分担金 農　　　集　（単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

1. 農林水産業費分担金 143 67 76 1. 農業費分担金 116 地元分担金（現年分）                    116

（現年分）

2. 農業費分担金 27 地元分担金（滞納繰越分） 27

（滞納繰越分）

　 　　計 143 67 76

（款） 1. 分担金及び負担金    （項） 2. 負担金

1. 他会計負担金 0 3,101 △3,101 廃項                       

　 　　計 0 3,101 △3,101

（款） 2. 使用料及び手数料    （項） 1. 使用料

1. 農林水産業費使用料 44,646 45,088 △442 1. 農業集落排水処理施設 44,446 農業集落排水処理施設使用料                 44,446
使用料（現年分） （現年分）

2. 農業集落排水処理施設 200 農業集落排水処理施設使用料 200

使用料（滞納繰越分） （滞納繰越分）

　 　　計 44,646 45,088 △442

（款） 3. 繰入金    （項） 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金 209,776 209,019 757 1. 一般会計繰入金 209,776 一般会計繰入金                209,776

　 　　計 209,776 209,019 757

－　６　－

目 本  年  度 前  年  度 比　　　較 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 4. 繰越金    （項） 1. 繰越金 農　　　集　（単位：千円）

1. 繰越金 1 1 0 1. 前年度繰越金 1 前年度繰越金                      1

　 　　計 1 1 0

（款） 5. 諸収入    （項） 1. 雑入

1. 雑入 2,318 1 2,317 1. 雑入 2,318 雑入 2,318

　 　　計 2,318 1 2,317

（款） 6. 町債    （項） 1. 町債

1. 農林水産業債 20,800 0 20,800 2. 公営企業会計適用債 20,800 公営企業会計適用債 20,800

　 　　計 20,800 0 20,800

－　７　－



３．歳　出

（款） 1. 事業費  （項） 1. 処理施設費 農　　　集　（単位：千円）

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 施設整備事 68,214 45,050 23,164 20,800 44,523 2,891 11. 需用費 11,791 消耗品費            437

業費 燃料費             31

印刷製本費             32

光熱水費          9,830

修繕料          1,461

12. 役務費 1,191 通信運搬費            775

手数料            227

火災保険料            163

保険料             26

13. 委託料 45,613 委託料（維持管理）         24,463

企業会計移行委託料         21,150

15. 工事請負費 8,484 工事請負費（西大杉橋橋梁添架）         4,858

工事請負費（インフラ資産）          3,626

27. 公課費 992 消費税            992

28. 繰出金 143 一般会計繰出金            143

　計 68,214 45,050 23,164 20,800 44,523 2,891

－　８　－

節

一般財源



（款） 2. 公債費  （項） 1. 公債費 農　　　集　（単位：千円）

1. 元金 170,419 169,205 1,214 170,419 23. 償還金、利 170,419 長期債元金        170,419

子及び割引

料

2. 利子 39,051 43,022 △3,971 2,583 36,468 23. 償還金、利 39,051 長期債利子         39,051

子及び割引

料

　計 209,470 212,227 △2,757 2,583 206,887

－　９　－


